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目的物の一部を確定的に利用することができない場合の規律について 

 —「部会資料４５」の第１の７⑵アについての検討資料− 

                             高 須 順 一 

 

第１ はじめに 

 部会資料４５の第１の７⑵アにおいては、目的物の一部を確定的に利用するこ

とができない場合には、賃借人の義務違反による場合を含め、その割合に応じて

賃料が当然に減額される旨の規定を設けることが提案されている。この点につい

て弁護士会内の意見は分かれているが、現行６１１条の内容を変更して賃借人の

義務違反の場合にまで賃料の当然減額を認めることに反対する意見も存在する。

私も部会において慎重に考えるべきとの意見を発言したところであるが、その際

に賃借人が負担する損害賠償債務との関係を具体的に検討すべきことを指摘し、

他の幹事からも同旨の発言がなされたので、分科会での議論にあたり、以下の具

体例を設定し、本検討資料として提出する次第である。 

 

第２ 具体例の設定 

 １ ＡはＢに対して、平成２３年４月１日、自らが所有する建物を月額賃料１５万円、

契約期間２年の約定で貸し付けた。この建物には、母屋の他に離れが付いており、

離れおよび母屋を含めた建物の時価相当額は６００万円であった。 

 ２ Ｂはこの建物を使用していたが、平成２３年９月３０日、離れで昼寝をしていた

際にＢ自らの寝たばこの不始末で火災を起こし、離れが焼失した。このため、母屋

のみでの建物時価相当額は４００万円に減少してしまった。母屋は無事であるため、

ＢはＡからの建物賃借を継続しており、月々の賃料として引き続き１５万円を支払

っている。ただし、母屋のみでの適正賃料額は月額１０万円であったとする。 

 ３ Ａは、平成２４年２月１日、Ｂを被告として、不法行為（あるいは債務不履行）

に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。請求内容は建物の価値減額分の２００万円

の支払請求である。この裁判は平成２４年９月３０日、結審し、翌１０月３１日、

Ａ勝訴の判決が言い渡され、控訴されることなく確定した。Ｂは確定と同時に２０

０万円を支払った。 

 ４ ＡＢ間の賃貸借契約は当初の契約期間である平成２５年３月３１日まで継続し、

同日をもって期間満了により終了した。Ｂは建物から退去した。 

 ５ 平成２５年５月１日、ＢはＡを被告として、離れが焼失した段階で適正賃料は月

額１０万円となっており、賃料額はその時点で１０万円に当然に減額されているの

で、平成２３年１０月分から平成２５年３月分までの１８か月分の過払い相当分合
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計９０万円の返還を求める不当利得請求訴訟を提起した。 

 ６ Ａはこの請求に応じなければならないか。 

 

第３ 問題提起（検討事項） 

 １ とりあえずの結論 

 上記具体例について、現行民法６１１条によれば、賃借人の過失により賃貸目

的物の一部が滅失した事案であるので、同条によって賃料が減額されることはな

い（ただし、借地借家法３２条の適用の可否が問題となることは後述する）。これ

に対し、部会資料４５の第１の７⑵アに記載された提案によるならば、賃借人の

義務違反による場合も含め賃料の当然減額を認めるので、焼失時から賃料の減額

が認められることになる。 

 そこで、仮に離れが焼失した平成２３年９月３０日の翌日、つまり１０月分か

らは、ＢはＡに対し１０万円の賃料を支払うのみで足りることになる。 

 このとき、部会資料の２９頁の説明によれば、ＡはＢに対し、別途損害賠償請

求をなしうるので結論としては不当な結果を招くことはないと説明されている。

この説明の趣旨は、月額５万円の減額分については損害賠償としてＡは請求する

ことができるということと思われる。 

 ２ 損害賠償請求はどこまで可能か。 

 建物が減価したこと、そのものの損害賠償である２００万円の賠償責任の他に、

月額５万円の損害賠償責任がＢに発生するか否かには、疑問の余地がないわけで

はないが、自らの過失（義務違反）により賃貸目的物の一部を滅失させておきな

がら、賃料の減額利益のみを収受しうるという解釈を取ることは不合理であり、

解釈論上、月額５万円に関する損害賠償請求権をＡに認めることは可能と理解さ

れる。したがって、Ｂが平成２３年１０月分から賃料の減額を主張した場合には、

ＡはＢに対する損害賠償請求訴訟の提起にあたり、２００万円の他に月額５万円

分の減額賃料相当分を加算することが可能と思われる。だからこそ、部会資料は、

賃料の当然減額を認めても不当な結果を招くことはないと指摘するのであろう。 

 そうなれば、部会資料の提案のように賃料の当然減額を認めても、その分を別

途損害賠償請求として回収しうることになるから、不都合はないようにも思われ

る。しかし、この場合、賃借人側は減額賃料額を把握する作業を行わなければな

らない。また、賃貸人側も減額相当分の損害額を把握する作業を行わなければな

らない。いずれも鑑定を必要すると思われるが、鑑定結果も唯一絶対のものでは

なく、当事者が鑑定結果に納得するかどうは別問題である。つまり、この構成は

理論的には整合的であるが、実際の紛争解決の場面になると、極めて使いにくい
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解決方法になる可能性がある。 

 さらに、上記具体例を検討すると、更なる問題点が明らかになる。 

 ３ 具体例の検討 

 上記具体例のように、Ｂが当初、減額を請求せず月１５万円の賃料を支払い続

け、損害額を２００万円とする訴訟が確定した後に、改めて遡及して減額相当分

の返還を請求する場合はどうであろうか。 

 賃料減額の効果は当然に発生するのであるから、Ｂの請求は消滅時効にかから

ない限りいつでも可能である。Ｂは平成２３年１０月分からの減額賃料相当額（本

具体例では９０万円）を請求することができる。 

 これに対して、実体法的にはＡはＢに対し、改めて減額賃料相当額の損害賠償

請求を行いたいところであるが、この場合、損害賠償請求訴訟は既に確定してお

り、賠償額を２００万円とすることで既判力が生じている。よって、新たに追加

の損害賠償請求を行うことは、既判力の時的限界（口頭弁論終結時である平成２

４年９月３０日）までの分は、既判力に抵触し請求困難である。この点は損害賠

償請求権の訴訟物の理解にもよるが、現在の判例法理によれば、上記結論になる

ものと思料される。 

 そうなると、Ａは本具体例において、２００万円の損害賠償を受けても、事後

的に９０万円の賃料減額分を支払わなければならず、そのうえで、新たに請求し

うる賃料減額相当分の損害は平成２４年１０月分以降に限定されるから、それ以

前の平成２３年１０月分から同２４年９月分までの１年間分の損害分６０万円は

請求不能となる。そうなると、新たに請求しうるのは平成２４年１１月分から同

２５年３月分までの６か月分３０万円のみであり、結局、１４０万円のみの満足

を受けるのみとなる。 

 しかし、離れが焼失したことによる損害が２００万円、生じているにもかかわ

らず、最終的に１４０万円の支払いしか受けることができないというのは、結論

的に合理性を欠くと危惧される。 

 ４ 現行民法６１１条の場合の規律 

 現行民法６１１条によれば、前述のとおり、２００万円の損害賠償請求をＡが

受けるのみであり、賃料減額分の事後的清算関係が生じることはない。 

 ただし、この場合にも、借地借家法３２条の賃料減額請求権をＢが行使するこ

とは可能であろう。同条の場合には諸事情の総合判断となるが、Ｂが自ら損害賠

償義務を果たしたうえであれば、客観的な適正賃料額が減額された以上、Ｂの請

求を認めることには合理性があるように思われる。 

 しかし、この場合には、形成権の行使であり、請求時から賃料減額の効果が生
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じるのであるから、建物焼失時に遡及することはない。したがって、Ｂが借地借

家法上の賃料減額請求権を行使した場合には、その時点で直ちにＡは減額賃料分

の損害賠償請求をすればよいのであるから、Ｂにより事後的に遡及的主張がなさ

れ、かつ、その場合にＡの損害賠償請求が既に確定した訴訟の既判力により請求

困難となるという自体は回避しうるものと理解される。 

 結果的に、現行民法６１１条によれば、ＡはＢに対し、離れの焼失に伴う２０

０万円の損害については全額、賠償請求により満足を得ることになる。 

 

第４ 総括 

 以上の検討を通じて部会資料の提案について、以下の留意点が明らかになった

を思料される。 

①賃借人の義務違反による場合を含め、一部滅失の場合に賃料の当然減額を認め

るという構成は、賃料の減額分に対応する損害賠償請求権を賃貸人側に認める

ということで当事者の利益状況を調整しようという発想であると思われるが、

このような構成は理論的には明解であるものの実際の紛争解決の場面において

は、減額分を適正に把握するという困難な作業があり、また、当事者間が納得

しなければ訴訟等に発展し、また、その訴訟の内容が複雑化するという問題が

ある。 

 このような構成を取るならば、現行民法６１１条のように賃料減額請求を認

めず、その分について別途損害賠償請求により調整する必要がない法制度の方

が簡明であり、分かりやすく、使いやすいのではないか。 

②具体例の検討を通じて明らかになったように、部会資料の提案には、損害賠償

請求訴訟が提起され、既判力が生じた場合の事後的解決に不合理な結果をもた

らす事態が生じる。部会資料の提案を前提として、この問題を回避するために

は、せめて賃料の当然減額構成を放棄し、賃借人が請求した時点から減額の効

果が生じるという請求時構成を取ることが必要と思料される。 

 ただし、このような構成であれば現行の借地借家法３２条の賃料減額請求権

と大差ないこととなり、借地借家法上の請求に加え、新たにこの種の請求権を

義務違反のある賃借人に認めることに、どれだけの積極的な意義があるのか疑

問のようにも思われる。 

                               以 上 


